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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既設管の内部に配置された硬化性樹脂を含む内張り材の硬化状態を検査するための硬化
状態検査方法であって、
　前記内張り材の内面側から、当該内張り材の厚さ方向に向かって、周波数の異なる２種
類の超音波を発信して当該内張り材と前記既設管との境界部からの反射エコーをそれぞれ
検出し、それら反射エコーの最大振幅値の差に基づいて内張り材の硬化状態を推定するこ
とを特徴とする内張り材の硬化状態検査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設管の内部に配置された硬化性樹脂を含む内張り材の硬化状態を検査する
ための硬化状態検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上下水道管、ガス導管などの主として地中に埋設された配管は、長期間に亘って利用さ
れることで、例えば腐食ガスや地盤沈下等、様々な要因により劣化する。このような劣化
した配管を修復する方法として、いわゆる更生工法という工法がある。この工法は例えば
劣化した配管内部に硬化性樹脂等を含む内張り材（例えばＦＲＰ（Fiber Reinforced Pla
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stic））を挿入し、熱や光等でこの樹脂を硬化させ、配管内面を所定の厚さを有する内張
り材で被覆したり、新たなパイプを形成したりすることで配管を更生するものである。
　このような更生工法により更生された配管（更生管）においては、施工後の品質管理と
して、例えば、更生管の内張り材の厚さを検査する検査装置、検査方法が検討されている
（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特許第３９２５４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　硬化性樹脂を含む内張り材を用いた更生工法においては、施工後に内張り材に含まれる
硬化性樹脂が十分に硬化していない場合は、非硬化部分において劣化しやすくなったり、
外圧によって更生管内面に膨れが発生したりする等、更生管の品質が悪化する虞がある。
そのため、硬化性樹脂の硬化状態を把握することが重要になる。
　しかしながら、特許文献１に記載されているように、更生管の内張り材の厚さを検査す
る方法については従来から検討されているものの、内張り材に含まれる硬化性樹脂の硬化
状態を把握するための検査方法についての検討はほとんどなされておらず、確立した検査
方法がないのが現状である。　
【０００５】
　本発明は、上記実情に鑑みることにより、既設管の内部に配置された硬化性樹脂を含む
内張り材の硬化状態を検査するための硬化状態検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００６】
　本発明に係る内張り材の硬化状態検査方法は、既設管の内部に配置された硬化性樹脂を
含む内張り材の硬化状態を検査するための方法に関する。
　そして、本発明に係る内張り材の硬化状態検査方法は、上記目的を達成するために以下
のようないくつかの特徴を有している。すなわち、本発明の内張り材の硬化状態検査方法
は、以下の特徴を単独で、若しくは、適宜組み合わせて備えている。
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る内張り材の硬化状態検査方法における特徴は、
既設管の内部に配置された硬化性樹脂を含む内張り材の硬化状態を検査するための硬化状
態検査方法であって、前記内張り材の内面側から、当該内張り材の厚さ方向に向かって、
周波数の異なる２種類の超音波を発信して当該内張り材と前記既設管との境界部からの反
射エコーをそれぞれ検出し、それら反射エコーの最大振幅値の差に基づいて内張り材の硬
化状態を推定することである。
 
【０００８】
　本願発明者は、当該反射エコーの最大振幅値が、内張り材の硬化状態に対応して変化す
ることを知見しており、上記構成の検査方法を用いることで、既設管の内部に配置された
内張り材の硬化状態の測定が可能になる。
　また、この構成によれば、超音波の発信及び反射エコーの検出により測定できるため、
内張り材を破壊することなく、容易に検査することができる。
　また、例えば、内張り材の厚さ等を測定するために使用される超音波発信機及び受信機
を用いて、厚さ測定等と同時に硬化状態を測定することができる。これにより、更生管の
品質管理に必要な情報を効率よく測定することが可能になる。
【０００９】
　さらに、周波数の異なる２種類の超音波を発信して前記反射エコーをそれぞれ検出し、
それらの最大振幅値の差に基づいて内張り材の硬化状態を推定する。
【００１０】
　この構成によると、硬化状態の測定結果のばらつきを少なくすることができる。これに
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より、簡易な方法で、より確実に内張り材の硬化状態を推定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
（検査対象について）
　図１は、内張り材１が内部に配置された下水道管２を模式的に示す図である。内張り材
１は、本発明の硬化状態検査方法による検査対象である。この内張り材１は、例えば、反
転工法、形成工法等の既設管の更生工法を用いて、下水道管２の内面に配されている。尚
、内張り材が既設管内面に接着されて配置される場合もあれば、内張り材が既設管内面に
接着されていない状態で配置される場合もある。
【００１３】
　ここで、反転工法とは、例えば熱硬化性樹脂を含むホース材料を既設管内に反転加圧さ
せながら挿入し、既設管内で加圧状態のまま樹脂を加熱することで、既設管の内面に当該
ホース材料を張り付ける、又は、新たなパイプを形成する工法である。また、形成工法と
は、例えば熱硬化性樹脂を含むホース材料を既設管内に引き込み、空気と蒸気とで当該ホ
ース材料を拡張・加熱し、既設管の内面に当該ホース材料を張り付ける、又は、新たなパ
イプを形成する工法である。尚、これらの更生工法において、例えば、紫外線硬化樹脂等
の光硬化樹脂を含むホース材料を用いた場合は、紫外線等の光を照射することにより当該
樹脂を硬化させてホース材料を既設管の内面に張り付けたり、パイプを形成したりするこ
とも可能である。
【００１４】
　また、図１においては、下水道管２に配置された内張り材１を示しているが、当該内張
り材１に限らず、例えば、上水道管、ガス導管などの既設管に配置された内張り材であっ
ても本発明の硬化状態検査方法を用いて検査することができる。
【００１５】
　この内張り材１は、例えば、増粘させた硬化性樹脂液と繊維材とからなるシート（ＳＭ
Ｃ）や、長繊維材に熱硬化性樹脂液を含浸させた材料により構成される。熱硬化性樹脂と
して、例えば、約８０℃で所定時間加熱することにより硬化する不飽和ポリエステル樹脂
が用いられている。また、内張り材１に含まれる繊維材として、例えば、グラスファイバ
が用いられている。
【００１６】
　尚、本発明の硬化状態検査方法を用いれば、熱硬化性樹脂として、不飽和ポリエステル
樹脂が用いられている場合に限らず、エポキシ樹脂等、他の熱硬化性樹脂が用いられてい
る場合であっても、内張り材の硬化状態を検査することができる。また、内張り材１の繊
維材として、グラスファイバが用いられている場合に限らず炭素繊維や、アラミド繊維な
どが用いられている場合であっても、内張り材の硬化状態を検査することができる。更に
、内張り材１が光硬化樹脂を含み、光照射により硬化されている場合であっても、その硬
化状態を検査することができる。
【００１７】
（検査方法）
　以下、本発明の実施形態に係る内張り材の硬化状態検査方法について説明する。
　図２は、本発明を実施するために用いる検査装置が有する超音波探触子３を内張り材１
の内面に設置した状態を模式的に示す図である。尚、超音波探触子３は、ケーブル４を介
して図示しない検査装置本体に接続されている。
【００１８】
　この検査装置は、略円柱形状の超音波探触子３を有し、当該超音波探触子３の円形状の
端面３ａから超音波が発信される。また、検査装置は、発信された超音波の反射エコーを
検知し、当該反射エコーの振幅、及び、超音波を発信してから当該反射エコーを検知する
までの時間（以下、伝播時間と称する）を測定することができる。尚、超音波探触子３の
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種類を変更することで、発信される超音波の周波数を適宜変更することができる。
【００１９】
　内張り材１の内面における検査位置に例えばグリセリンペースト等の接触媒質が塗布さ
れる。接触媒質が塗布された当該検査位置に対して、超音波探触子３における超音波が発
信される端面３ａが押し当てられる。超音波探触子３は、例えば鉛直下方に端面３ａを向
けて内張り材１の内面上に配置され、超音波探触子３の他端には、所定の荷重の錘５が設
置される。これにより、端面３ａが内張り材１の内面に対して一定の力で押し当てられる
。また、超音波探触子からは、内張り材１の厚さ方向に向かって超音波が発信される。
【００２０】
　図３は、内張り材１に遅延材付超音波探触子３から超音波を発信させ、その反射エコー
を測定した測定結果を示すグラフである。図３において、横軸は超音波の伝播時間（μｓ
）、縦軸は反射エコーの振幅電圧値（Ｖ）である。当該測定結果は、周波数４ＭＨｚの超
音波を発信させて測定を行ったものである。尚、超音波探触子３の端面３ａの径（振動子
径）は約１０ｍｍであり、２００ｇの錘５で超音波探触子３を鉛直下方に付勢して測定が
行われている。
【００２１】
　図３に示すように、伝播時間が約１１μｓの時に内張り材１の内面で反射した反射エコ
ー（図３において矢印Ｘで示す。以下、表面エコーと称する）が検出されている。また、
伝播時間が約１６μｓ～１７μｓの間において、内張り材１と下水道管２との境界部で反
射した反射エコー（図３において矢印Ｙで示す。以下、底面エコーと称する。）が検出さ
れている。
【００２２】
　底面エコーは、表面エコーが検出される伝播時間から所定時間後に検出される反射エコ
ーである。当該所定時間は、内張り材１を伝播する超音波の速度、及び、内張り材１の厚
さに基づいて定まる。本実施形態においては、予め行われる実験で得られる反射エコーの
波形から、底面エコーが検出される伝播時間を推定し、推定された伝播時間に検出された
反射エコーの最大振幅電圧値を底面エコーの最大振幅電圧値としている。具体的には、伝
播時間１５μｓ～１８μｓの間に測定された反射エコーの最大振幅電圧値を底面エコーの
最大振幅電圧値としている。尚、振幅電圧値は、正負に振れて測定されるため、伝播時間
１５μｓ～１８μｓの間に測定された振幅電圧値において絶対値が最も大きい振幅電圧値
を最大振幅電圧値としてもよい。
【００２３】
　図４に、硬化状態の異なる３種類の内張り材（内張り材Ａ１、内張り材Ａ２、内張り材
Ａ３）について、後述するΔＨを測定した測定結果を示す。図４（ａ）が、内張り材Ａ１
、図４（ｂ）が内張り材Ａ２、図４（ｃ）が内張り材Ａ３の測定結果である。尚、各内張
り材Ａ１～Ａ３の厚さは約６ｍｍであり、当該測定は、内張り材Ａ１～Ａ３の作製後、速
やかに行われたものである。
【００２４】
　本測定においては、周波数が１ＭＨｚ、２ＭＨｚ、３ＭＨｚ、４ＭＨｚ、５ＭＨｚの超
音波をそれぞれ発信させて底面エコーの最大振幅電圧値Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５（
以下、Ｖｘと称する）を測定する。そして、測定した最大振幅電圧値Ｖｘを以下の計算式
（ｉ）のもと、底面エコー高さＨｘ（ｄＢ）に変換する。尚、本実施形態においては、当
該底面エコー高さＨｘが、本発明における反射エコーの最大振幅値に相当する。
　Ｈｘ＝２０×ｌｏｇ（Ａ’／Ａ）－（測定Ｇａｉｎ－基準Ｇａｉｎ）・・・（ｉ）
　尚、Ａは、電圧基準値である。本実施形態においては、内張り材の厚さ毎に完全硬化サ
ンプルを作製して上記の超音波測定を行って得た底面エコーの最大振幅電圧値を各厚さに
おける電圧基準値とした。また、Ａ’は、Ａを１００％とした時の最大振幅電圧値Ｖｘの
比率である。また、測定Ｇａｉｎ、基準Ｇａｉｎは、電圧値を読み易くするために各測定
において設定する増幅度合いである。
　そして、各測定周波数における当該底面エコー高さＨｘと１ＭＨｚの周波数を用いて測
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定したときの底面エコー高さＨ１との差（即ち、最大振幅値の差）であるΔＨ（＝Ｈｘ－
Ｈ１）を求める。
【００２５】
　図４には、発信させた超音波の周波数（横軸）と各周波数でのΔＨ（縦軸）との関係が
示されており、内張り材における超音波探触子３の設置位置を変えて、４回測定したΔＨ
の値がプロットされている。
【００２６】
　また、図４（ａ）に測定結果を示す内張り材Ａ１は、１００℃以上で所定時間（４時間
）加熱して完全に硬化させた内張り材である。
　図４（ｂ）に測定結果を示す内張り材Ａ２は、８０℃で所定時間（４時間）加熱して硬
化させた内張り材である。
　図４（ｃ）に測定結果を示す内張り材Ａ３は、内張り材Ａ２よりも低い温度（約７０℃
）で所定時間（４時間）加熱して硬化させた内張り材である。
【００２７】
　このように、内張り材Ａ１～Ａ３は、加熱条件が異なるため、硬化状態がそれぞれ異な
っている。定性的に言えば、内張り材Ａ１が最も硬化しており、内張り材Ａ２、内張り材
Ａ３の順に硬化度は低くなっていく。
【００２８】
　図４に示すように、同じ材料においては、発信させる超音波の周波数が大きいほどΔＨ
は小さくなることが分かる。また、図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）を比較すると、
グラフの傾き（周波数の増加に対するΔＨの低下の割合）は、内張り材Ａ１（図４（ａ）
）が最も小さく、内張り材Ａ３（図４（ｃ））が最も大きい。即ち、硬化度の低い内張り
材ほど周波数の増加によるΔＨの低下の割合が大きく、硬化度の高い内張り材の測定デー
タほど周波数の増加によるΔＨの低下の割合が小さくなることが分かる。
【００２９】
　言い換えれば、同じ周波数の超音波を発信させてΔＨを測定したときに、硬化度が低い
内張り材ほど測定されるΔＨの値が小さくなることがわかる。また、発信させる周波数が
大きいほど、異なる硬化度の内張り材で測定されるΔＨの差が大きくなることが分かる。
つまり、図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）の測定結果を比較すると、５ＭＨｚの周波
数の超音波を発信させて測定したときのΔＨの値の差が最も顕著である。
【００３０】
　図５は、作製してから所定時間経過後の内張り材のΔＨと超音波の周波数との関係を測
定した測定結果である。
　図５に示すように、作製してから所定時間が経過した内張り材についても、図４に示す
測定結果と同様に、同じ材料においては、発信させる超音波の周波数が大きいほどΔＨは
小さくなり、また、図５（ａ）、図５（ｂ）、図５（ｃ）を比較すると、硬化度の低い内
張り材ほど周波数の増加によるΔＨの低下の割合（グラフの傾き）が大きくなることが分
かる。
【００３１】
　硬化状態が不明な内張り材（以下、測定対象と称する）について本発明の硬化状態検査
方法を用いて硬化状態を判断する場合は、まず測定対象に超音波を当ててΔＨ（＝Ｈｘ－
Ｈ１）を測定する。その後、測定されたΔＨの値を、図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ
）の実験データと比較することで、測定対象が、内張り材Ａ１、Ａ２、Ａ３のいずれに相
当する硬化状態であるかを推定できる。
【００３２】
　具体的には、例えば、超音波の周波数が５ＭＨｚ及び１ＭＨｚの時の、測定対象の底面
エコー高さΔＨ（＝Ｈ５－Ｈ１）を測定し、当該ΔＨを図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（
ｃ）における５ＭＨｚ（横軸）のΔＨの値と比較することができる。これにより、測定対
象の硬化状態は、最も近いΔＨの値を有する内張り材（Ａ１、Ａ２、又はＡ３）に相当す
る硬化状態であると推定できる。
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【００３３】
　また、例えば、超音波の周波数が１ＭＨｚ、２ＭＨｚ、３ＭＨｚ、４ＭＨｚ、５ＭＨｚ
、の時の、測定対象の底面エコー高さΔＨ（＝Ｈｘ－Ｈ１）を全て測定し、図４に相当す
るグラフを作成し、グラフの傾きと、図４（ａ）、図４（ｂ）、図４（ｃ）におけるグラ
フの傾きと比較することができる。これにより、測定対象の硬化状態は、最も近い当該グ
ラフ傾きを有する内張り材（Ａ１、Ａ２、又はＡ３）に相当する硬化状態であると推定で
きる。
【００３４】
　次に、内張り材の硬化度を定量的に推定するための方法について説明する。
【００３５】
　内張り材の硬化度を定量的に推定するため、前述した条件で作製した３種類の内張り材
Ａ１、Ａ２、Ａ３について、示差走査熱量測定（ＤＳＣ測定）を行った。本実施形態にお
ける内張り材に用いた不飽和ポリエステル樹脂は、硬化時に発熱するため、当該ＤＳＣ測
定で測定される発熱量が大きいほど、未硬化部分が多く、硬化度が低い（軟らかい）とい
える。各材料からの発熱量を測定した測定結果は以下の通りである。
　内張り材Ａ１・・・０（Ｊ／ｇ）
　内張り材Ａ２・・・２．４（Ｊ／ｇ）
　内張り材Ａ３・・・５．１（Ｊ／ｇ）
　これにより、内張り材Ａ１が最も硬化度が高く、内張り材Ａ２は、内張り材Ａ１よりも
硬化度が低く、内張り材Ａ３よりも硬化度が高いことが定量的に分かる。
【００３６】
　図６は、硬化状態の異なる内張り材Ａ１、Ａ２、Ａ３における、ＤＳＣ発熱量とΔＨと
の関係を示すグラフである。尚、図６におけるΔＨは、５ＭＨｚの周波数を用いて測定し
たときの当該底面エコー高さＨ５と１ＭＨｚの周波数を用いて測定したときの底面エコー
高さＨ１との差（即ち、ΔＨ＝Ｈ５－Ｈ１）を、６回測定した平均値である。
【００３７】
　硬化状態が不明な内張り材（以下、測定対象と称する）について本発明の硬化状態検査
方法を用いて硬化状態を判断する場合は、まず測定対象に超音波を当ててΔＨ（＝Ｈ５－
Ｈ１）を測定する。その後、測定されたΔＨの値に基づいて、図６から、当該ΔＨに対応
するＤＳＣ発熱量を求める。上述したように当該ＤＳＣ発熱量は硬化度に対応するため、
当該ＤＳＣ発熱量の値により、測定対象の硬化状態を推定できる。
【００３８】
　尚、ΔＨを算出するために必要な２つの底面エコー高さを測定するために発信する超音
波の２つの周波数は、当該２つの周波数のうち高い周波数が、低い周波数の５倍以上であ
ることが望ましい。この場合、硬化状態の変化に対するΔＨの変化が、測定時のばらつき
に比べて大きくなり、より確実に硬化状態を判別できる。
【００３９】
　次に、内張り材の厚さとΔＨとの関係について説明する。図７は、完全に硬化させた内
張り材の厚さと、ΔＨとの関係を示すグラフである。尚、測定には厚さが、約３ｍｍ、約
６ｍｍ、約９ｍｍの３種類の内張り材を用いた。また、ΔＨは、５ＭＨｚの周波数を用い
て測定したときの当該底面エコー高さＨ５と１ＭＨｚの周波数を用いて測定したときの底
面エコー高さＨ１との差（即ち、ΔＨ＝Ｈ５－Ｈ１）である。
【００４０】
　図７に示すように、内張り材の厚さによりΔＨは変化し、内張り材の厚さが厚くなる程
、ΔＨが小さくなる傾向があることが分かる。図６においては、厚さが約６ｍｍである内
張り材についての基準曲線を例示的に示したが、異なる厚さの内張り材について、硬化状
態を検査するためには、測定対象の厚さに対応した基準曲線を予め求めておくことが必要
となる。
【００４１】
　以上、説明したように、本実施形態に係る内張り材の硬化状態検査方法は、下水道管２
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の内部に配置された硬化性樹脂を含む内張り材１の硬化状態を検査するための硬化状態検
査方法であり、内張り材１の内面側から、当該内張り材１の厚さ方向に向かって超音波を
発信して当該内張り材１と下水道管２との境界部からの反射エコー（底面エコー）を検出
し、当該反射エコーの最大振幅値（底面エコー高さ）に基づいて内張り材１の硬化状態を
推定する。
【００４２】
　図６に示すように、当該反射エコーの底面エコー高さから算出されるΔＨは、内張り材
の硬化状態に対応して変化するので、上記構成の検査方法を用いることで、下水道管２の
内部に配置された内張り材１の硬化状態の測定が可能になる。尚、内張り材が既設管内面
に接着されている場合、内張り材が既設管内面に接着されていない状態で配置される場合
のいずれの場合においても、同様の検査方法により硬化状態の測定が可能である。
　また、この構成によれば、超音波の発信及び反射エコーの検出により測定できるため、
内張り材１を破壊することなく検査することができる。
　また、例えば、従来、内張り材１の厚さ等の測定により使用される超音波発信機及び受
信機を用いて、厚さ測定等と同時に硬化状態を測定することができる。これにより、更生
管の品質管理に必要な情報を効率よく測定することが可能になる。
【００４３】
　また、周波数の異なる２種類（１ＭＨｚ、５ＭＨｚ）の超音波を発信して底面エコーを
それぞれ検出し、それら底面エコー高さＨ１，Ｈ５からΔＨを算出して、当該ΔＨに基づ
いて内張り材の硬化状態を推定している。この構成によると、硬化状態の測定結果のばら
つきを少なくすることができる。
【００４４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるも
のではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができ
るものである。
【００４５】
（１）本実施形態においては、超音波探触子を錘で鉛直下方に付勢した状態で、超音波を
発信させて測定を行ったが、この場合に限定されない。例えば、バネ等の付勢手段を用い
て一定の力で超音波端子を内張り材１の内面に押し付けて測定を行ってもよい。
【００４６】
（２）硬化状態検査方法において、超音波を発信して硬化状態の検査対象となる内張り材
の厚さを測定する工程を更に備えていても良い。この場合、予め、例えば、内張り材の硬
化状態とΔＨとの関係を示す基準データを複数の厚さの内張り材について求めておき、内
張り材の厚さを測定する工程により測定された厚さデータに基づいて、複数の基準データ
の中から測定された厚さデータに対応する基準データを選択して、選択された基準データ
に基づいて、検査対象となる内張り材の硬化状態を推定することができる。これにより、
精度よく硬化状態を推定することができる。
【００４７】
（３）本実施形態においては、ΔＨを算出するために、異なる２種類の周波数の超音波を
内張り材に対して発信する必要があるが、例えば、２周波探触子を用いて、当該２種類の
周波数の超音波を同時に発信して反射エコーを測定できる構成とすることもできる。この
場合、測定時間を短縮することが可能になる。
【００４８】
（４）本実施形態においては、１ＭＨｚと５ＭＨｚの２種類の周波数の超音波を発信して
得られた底面エコーの底面エコー高さＨｘに基づいて、ΔＨを算出して、当該ΔＨに基づ
いて硬化状態を推定しているが、この場合に限られない。例えば、一の周波数（例えば５
ＭＨｚ）の超音波を発信して得られた底面エコーの最大振幅値（最大振幅電圧値、若しく
は、底面エコー高さ）のみに基づいて、硬化状態を推定することもできる。同じ周波数の
超音波を発信した場合においても、内張り材の硬化状態が異なることにより、当該硬化状
態に対応して底面エコーの最大振幅値に変化が生じるため、予め、硬化状態と最大振幅値
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との対応関係を示すデータを求めておくことで、単一の周波数の超音波を用いた測定によ
り、硬化状態を推定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】内張り材が内部に配置された下水道管を模式的に示す図である。
【図２】本発明を実施するために用いる検査装置が有する超音波探触子を内張り材の内面
に設置した状態を示す図である。
【図３】内張り材に超音波探触子から超音波を発信させ、その反射エコーを測定した測定
結果を示すグラフである。
【図４】硬化状態の異なる３種類の内張り材についてΔＨを測定した測定結果を示す。
【図５】作製してから一定時間経過後の内張り材のΔＨと超音波の周波数との関係を測定
した測定結果である。
【図６】硬化状態の異なる内張り材におけるＤＳＣ発熱量とΔＨとの関係を示すグラフで
ある。
【図７】完全に硬化させた内張り材の厚さとΔＨとの関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５０】
１　内張り材
２　下水道管
３　超音波探触子
４　ケーブル
５　錘
Ｘ　表面エコー
Ｙ　底面エコー

【図１】 【図２】

【図３】
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